
申告・納付は6月1日（月）から7月10日（金）までに
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金額の頭に

（5）　申告書の記載内容について、厚生労働省が委託した民間業者より照会させて
　　いただく場合があります。

※年度更新手続期間内に年度更新申告書の提出がないと、全期・第1期分の口座振替納付の処理を
　行うことができませんのでご留意ください。

一般
一般

・申告・納付期日最終日である７月１0日（金）は、労働局・金融機関・郵便局窓口において大変混雑
することが予想されます。
・電子申請なら、ご自宅・オフィスのパソコンで24時間申告・納付が可能です（詳しくはP.19を参照）。
・口座振替により、労働保険料を納付することができます。（詳しくはP.25を参照）

提出は管轄の都道府県労働局・金融機関・郵便局へ

内訳・納付額の金額の訂正はで
きません。


